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● 目的 

 西条ステーションでは糞尿の浄化槽施設があり、職員が管理を行っているが、点検作

業には常に酸欠・硫化水素危険作業主任者を必要とするため今回の講習を受講した。 

 

● 期間・場所 

期間：令和 2 年 9 月 14 日～9 月 16 日 

場所：広島県労働基準協会 林業ビル 8 階教室（広島市中区上八丁堀 8-23） 

 

● 参加者：約 55 名（広島県内の酸素欠乏・硫化水素危険作業業務者） 

 

● 講習内容 

〇学科講習 14 時間 30 分 

     ・酸素欠乏症等の病理と症状に関する知識 

     ・酸素欠乏及び硫化水素の発生原因及び防止措置に関する知識 

     ・保護具に関する知識 

     ・災害事例 

     ・関係法令 

〇実技講習 4 時間 

     ・測定器具の取り扱い方法 

     ・救急蘇生の方法及びＡＥＤの取り扱い方法 

● 所感 

 西条ステーションでは酸素欠乏等の作業に該当する業務として、糞尿の浄化槽の点検及

び清掃業務を行っているが、浄化槽内部に入っての作業や点検は行っていないため、開口部

のマンホールから内部を覗き込み、点検を行う場合を除いて、危険は少ないと講習を受ける

前は感じていた。しかし講習を受け、酸素欠乏等の被災事故は致死率が非常に高く、被災し

た直後に意識を失う場合も有り、助けを呼ぶ事も出来ない可能性が高い事や西条ステーシ

ョンの業務ではマンホールを開口した直後から危険が有る事が分かった。そのためマンホ

ールを開口する業務を行う場合は 1 名を監視人として 2 名以上で作業を行う必要が有ると

感じた。 

 西条ステーションでは過去に、搾乳関連機器の故障が原因で酸性洗剤とアルカリ洗剤が

混ざり、ガスが発生した事例がある。定期点検は行っているが、今後も故障や事故が発生し

ないとは言い切れない。今後は酸素欠乏等の事故やその他の事故でも今回の講習を活かし

対処して行きたい。 


